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障害補償費の支給の打切り

障害補償費の支給を受けている者は、指定疾病による障害の程度につき1年ごとに、また障害補償費の支給に
関し特に必要があると認めるときは、診査を受けなければなりません。診査の結果、障害の程度が従前の障
害の程度と異なると認める場合においては、公害健康被害認定審査会の意見をきいてその障害の程度が政令
で定める障害の程度に該当しないときは障害補償費の支給が打ち切られます。

公害健康被害の補償等に関する法律第28条第２項
公害健康被害補償法等の施行について（昭和49年９月28日環保企第109号）
公害健康被害補償法等の施行について（昭和49年９月28日環保企第110号）
公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条に規定する指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準
（昭和49年８月31日環境庁告示第47号）

健康局保健所管理課審査・給付グループ
(06-6647-0713)

同上

第28条 障害補償費の支給を受けている者は、当該指定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応
じて政令で定める期間ごとに、都道府県知事の診査を受けなければならない。都道府県知事が、障害補償費
の支給に関し特に必要があると認めて診査を受けるべき旨を命じたときも、同様とする。
２ 都道府県知事は、前項の診査の結果、その者の指定疾病による障害の程度が従前の障害の程度と異なる
と認める場合においては、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、新たな障害の程度が第25条第１項の政
令で定める他の障害の程度に該当するときは新たに該当するに至つた同項の政令で定める障害の程度に応じ
て障害補償費の額を改定し、新たな障害の程度が同項の政令で定める障害の程度に該当しないときは障害補
償費の支給を打ち切るものとする。
第25条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者（政令で定める年齢に達しない者を除く。）の指定疾病
による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、
公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた障害補償費を支給する。
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